
 

 議案第８号参考資料 

利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則 新旧対照表 

改正後 改正前 

（医療福祉費受給者証の交付申請） （医療福祉費受給者証の交付申請） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の申請書を提出するにあたっては，次の各号に定める書類

を提示し又は提出しなければならない。 

３ 第１項の申請書を提出するにあたっては，次の各号に定める書類

を提示し又は提出しなければならない。 

(1) 国民健康保険の被保険者，後期高齢者医療制度の被保険者又

は社会保険各法の被保険者，組合員，加入者，被扶養者（以下「被

保険者等」という。）にあっては，その旨を証する書類 

(1) 国民健康保険の被保険者，後期高齢者医療制度の適用  者又

は社会保険各法の被保険者，組合員，        被扶養者        

                      にあっては，その旨を証する書類 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

４ （略） ４ （略） 

（受療の手続） （受療の手続） 

第８条 対象者は，条例第４条第６項の規定による医療又は指定訪問

看護を受けようとするときは，保険医療機関等又は指定訪問看護事

業者に国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号），高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）又は社会保険各

法（以下「医療保険各法」という。）の規定による電子資格確認（個

人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カードをいう。）に記録された利用者証明用電子

証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規

定する利用者証明用電子証明書をいう。）を送信する方法その他の

主務省令で定める方法により，被保険者等の資格に係る情報（保険

給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い，電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

第８条 対象者は，条例第４条第６項の規定による医療又は指定訪問

看護を受けようとするときは，保険医療機関等又は指定訪問看護事

業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければな

らない。                                                    

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           



 

方法により，保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又

は指定訪問看護事業者に提供し，当該保険医療機関等又は指定訪問

看護事業者から被保険者等であることの確認を受けることをい

う。）又は医療保険各法の主務省令で定める方法により被保険者等

であることの確認を受け，受給者証（その者に係る受給者証の情報

が確認できる個人番号カードを含む。）を提示等しなければならな

い。 

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                   

 ２ 対象者は，保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証

又は組合員証を提示し，支払うべき費用を支払わなければならな

い。 

（支給制限額の計算） 

第８条の２ 母子家庭の母子及び父子家庭の父子に係る支給制限額

は，条例第５条第１項第１号に基づき，次の各号に掲げる場合の区

分に応じ，当該各号に定める額とする。 

(1) 扶養親族等がないとき ３０１万６千円 

(2) 扶養親族等があるとき ３０１万６千円に次に掲げる額を加

算した額 

ア 当該扶養親族等（７０歳以上同一生計配偶者，老人扶養親族

又は特定扶養親族等（所得税法に規定する特定扶養親族及び１

９歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。）に該当する

ものを除く。）の数に３８万円を乗じて得た額 

イ 当該扶養親族等（７０歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親

族に該当するものに限る。）の数に４８万円を乗じて得た額 

ウ 当該扶養親族等（特定扶養親族等に該当するものに限る。）

の数に６３万円を乗じて得た額 

２ 重度心身障害者等に係る支給制限額は，条例第５条第１項第２号

に基づき，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定める

額とする。 

(1) 扶養親族等及び生計維持児童（児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）第３条第１項に規定する者をいう。次項におい

て同じ。）がないとき ５１２万９千円 

 



 

(2) 扶養親族等又は生計維持児童があるとき ５１２万９千円に

次に掲げる額を加算した額 

ア 当該扶養親族等（７０歳以上同一生計配偶者，老人扶養親族

又は特定扶養親族等に該当するものを除く。）及び当該生計維

持児童の数に３８万円を乗じて得た額 

イ 当該扶養親族等（７０歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親

族に該当するものに限る。）の数に４８万円を乗じて得た額 

ウ 当該扶養親族等（特定扶養親族等に該当するものに限る。）

の数に６３万円を乗じて得た額 

３ 重度心身障害者等の配偶者（事実婚を含む。）若しくはその扶養

義務者で主としてその者の生計を維持する者に係る支給制限額は，

条例第５条第１項第２号に基づき，次の各号に掲げる場合の区分に

応じ，当該各号に定める額とする。 

(1) 扶養親族等がないとき ６２８万７千円 

(2) 扶養親族等があるとき ６３２万３千円に次に掲げる額を加

算した額 

ア 当該扶養親族等（老人扶養親族に該当するものを除く。）の

数に２１万３千円を乗じて得た額 

イ 当該扶養親族等（老人扶養親族に該当するものに限る。）の

数に２７万３千円を乗じて得た額（アの規定により算定された

額がない場合にあっては，当該乗じて得た額から６万円を減じ

た額） 

（所得の計算） 

第８条の３ 条例第５条第１項に規定する所得の額は，地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３１３条第１項に規定する総所得金

額，退職所得金額及び山林所得金額，同法附則第３３条の３第５項

において準用する同条第１項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額，同法附則第３４条第４項において準用する同条第１項に規

定する課税長期譲渡所得の金額，同法附則第３５条第５項において

準用する同条第１項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同

法附則第３５条の４第４項において準用する同条第１項に規定す

 



 

る先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７

項において準用する同条第１項の規定の適用がある場合は，その適

用後の金額）の合計額とする。ただし，条例第５条第１項第２号に

おける規則で定める額については，次のとおりとする。 

２ 条例第５条第１項第２号に規定する所得の額は，その所得が生じ

た年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税に係る地方税

法第３１３条第１項に規定する総所得金額（所得税法第２８条第１

項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得を有する場合には，同法第２８条第２項の規定によ

り計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定により計算

した金額の合計額から１０万円を控除して得た金額（当該金額が零

を下回る場合には，零とする。）と同項第２号の規定により計算し

た金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第１項に規

定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。），退職

所得金額及び山林所得金額，地方税法附則第３３条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第

３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５

条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には，これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額），地方

税法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別

措置法第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３

４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項又は第３６

条の規定の適用がある場合には，これらの規定の適用により同法第

３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額），地方税法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額，外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項



 

（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合

を含む。以下同じ。）に規定する特例適用利子等の額，同法第８条

第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する

場合を含む。以下同じ。）に規定する特例適用配当等の額，租税条

約等の実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額

並びに同条第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から

８万円を控除した額とする。 

３ 前項に規定する市町村民税につき，次の各号に掲げる者について

は，当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれ

ぞれ控除するものとする。 

(1) 地方税法第３１４条の２第１項第１号，第２号又は第４号に

規定する控除を受けた者 当該雑損控除額，医療費控除額又は小

規模企業共済等掛金控除額に相当する額 

(2) 地方税法第３１４条の２第１項第１０号の２又は第１２号に

規定する控除を受けた者 配偶者特別控除額又は特定親族特別

控除額に相当する額（条例第５条第１項第２号の規定による所得

の算出の場合に限る。） 

(3) 地方税法第３１４条の２第１項第６号に規定する控除を受け

た者 その控除の対象となった障害者１人につき２７万円（当該

障害者が同号に規定する特別障害者である場合には，４０万円） 

(4) 地方税法第３１４条の２第１項第８号に規定する控除を受け

た者 ２７万円 

(5) 地方税法第３１４条の２第１項第８号の２に規定する控除を

受けた者 ３５万円 

(6) 地方税法第３１４条の２第１項第９号に規定する控除を受け

た者 ２７万円 

(7) 地方税法附則第６条第４項に規定する免除を受けた者につい

ては，当該免除に係る所得の額（条例第５条第１項第２号の規定

による所得の算出の場合に限る。） 



 

４ 条例第５条第１項第１号に規定する所得の額は，その所得が生じ

た年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税に係る地方税

法第３１３条第１項に規定する総所得金額，退職所得金額及び山林

所得金額，地方税法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額，同法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金

額，同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額，外国居住者等所得相互免除法第８条第２項に規定する特

例適用利子等の額，同法第８条第４項に規定する特例適用配当等の

額，租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額並びに同条第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額とする。 

５ 前項に規定する市町村民税につき，次の各号に掲げる者について

は，当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれ

ぞれ控除するものとする。 

(1) 地方税法第３１４条の２第１項第１号から第４号まで，第１

０号の２又は第１２号に規定する控除を受けた者 当該雑損控

除額，医療費控除額，社会保険料控除額，小規模企業共済等掛金

控除額，配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額 

(2) 地方税法第３１４条の２第１項第６号に規定する控除を受け

た者 その控除の対象となった障害者１人につき２７万円（当該

障害者が同号に規定する特別障害者である場合には，４０万円） 

(3) 地方税法第３１４条の２第１項第８号に規定する控除を受け

た者 ２７万円 

(4) 地方税法第３１４条の２第１項第８号の２に規定する控除を

受けた者 ３５万円 

(5) 地方税法第３１４条の２第１項第９号に規定する控除を受け

た者 ２７万円 

(6) 地方税法附則第６条第４項に規定する免除を受けた者につい

ては，当該免除に係る所得の額 なお，この場合に使用する社会

保険料控除は，前項及び同項の例による算定した所得の額（地方



 

税法第３１４条の２第１項第３号に規定する控除を受けた者に

ついては，当該控除を受けなかったものとして前項及び同項によ

り算定した額）から８万円を控除した額とする。 

（届出事項等） （届出事項等） 

第１０条 条例第６条の規則で定める届出事項は，受給者又は保護者

等に関し，次の各号に定める事項に変更があった場合とし同条によ

る届出は医療福祉費受給資格等変更届（様式第７号）に受給者証を

添えて行うものとする。 

第１０条 条例第６条の規則で定める届出事項は，受給者又は保護者

等に関し，次の各号に定める事項に変更があった場合とし同条によ

る届出は医療福祉費受給資格等変更届（様式第７号）に受給者証を

添えて行うものとする。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

(9) 対象者が加入している国民健康保険，後期高齢者医療又は社

会保険（以下「加入保険」という。）の世帯主又は被保険者等  

           

(9) 対象者が加入している国民健康保険                又は医

療保険（以下「加入保険」という。）の世帯主又は被保険者若し

くは組合員 

(10) （略） (10) （略） 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の利根町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず，この規則による改正前の利根町医療福祉費支

給に関する条例施行規則の規定による様式については，所要の補正をしたうえ，なお使用することができる。 

 


